
う
で
あ
っ
た
。

『
唐
國
史
補
』
巻
下
「
趙
璧
は
「
五
絃
」
を
演
奏
し
た
。
あ
る
人
が
そ
の
技

を
尋
ね
た
の
で
、
自
ら
答
え
て
言
っ
た
。
私
は
「
五
絃
」
を
演
奏
す
る
と
き
、

始
め
は
心
を
馳
せ
る
。
途
中
で
神
（
玄
妙
で
測
り
知
れ
な
い
何
か
）
に
出
会
う
。
そ

し
て
、
最
後
に
は
天
（
あ
り
の
ま
ま
無
為
な
る
も
の
）
に
従
う
の
で
あ
る
。
私
は
、

そ
の
時
に
は
心
が
落
ち
着
き
、
心
が
外
物
に
引
か
れ
な
い
境
地
に
達
し
て
い
る
。

「
五
絃
」
が
私
を
用
い
て
い
る
の
か
、
私
が
「
五
絃
」
を
用
い
て
い
る
の
か
分

か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ（
８９
）
る
。」

『
樂
府
雜
録
』「
貞
元
年
間
に
趙
璧
と
い
う
者
が
い
て
、「
五
絃
」
の
演
奏
に

す
ぐ
れ
て
い
た
。
白
居
易
は
、
そ
の
演
奏
を
婉
曲
的
に
諫
め
る
詩
「
五
絃
彈
」

を
作
っ（
９０
）
た
。」

白
居
易
と
「
五
絃
」

白
居
易
は
、
音
楽
に
大
い
に
関
心
が
あ
っ
た
ら
し
く
、
注
目
す
べ
き
作
品
を

数
多
く
残
し
て
い
る
。
で
は
、「
五
絃
」
の
名
人
で
あ
っ
た
趙
璧
の
演
奏
に
つ
い

て
は
、
ど
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
淫
ら
な
音
楽
で
あ
り
、
伝
統

的
な
正
し
い
音
楽
で
は
な
い
と
批
判
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
五
絃
」
の
流
行
を

憂
え
て
い
る
。
具
体
的
に
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

『
白
香
山
詩
集
』
巻
三
「
五
絃
彈
、
淫
ら
な
音
楽
が
正
し
い
音
楽
を
追
い
や

っ
て
い
る
の
を
憎
む
。」「「
五
絃
」
が
演
奏
さ
れ
る
。
聴
く
者
は
耳
を
傾
け
心

を
空
に
す
る
。
趙
璧
は
人
々
が
真
に
彼
の
音
楽
を
好
ん
で
い
る
こ
と
を
知
っ
て

い
る
。
そ
こ
で
人
々
の
た
め
に
調
弦
す
る
。
第
一
絃
と
第
二
弦
は
、
人
を
不
安

に
す
る
音
を
出
す
。
そ
れ
は
、
秋
風
が
松
の
枝
を
払
っ
て
大
き
な
音
を
立
て
て

い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
第
三
絃
と
第
四
絃
は
、
心
を
清
め
る
音
を
出
す
。
そ

れ
は
、
夜
に
鶴
が
子
供
を
思
っ
て
籠
の
中
で
鳴
い
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

第
五
絃
は
、
最
も
控
え
め
な
音
を
出
す
。
そ
れ
は
、
隴
水
（
川
の
名
）
が
凍
っ
て

止
ま
り
流
れ
な
く
な
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。「
五
絃
」
が
並
べ
て
演
奏
さ

れ
る
の
を
、
人
は
試
し
に
聴
い
て
み
る
が
よ
い
。
悲
し
く
身
に
し
み
る
音
が
す

る
。
さ
ら
に
、
金
属
の
よ
う
な
音
が
す
る
。
鉄
で
珊
瑚
を
打
つ
よ
う
な
曲
が
一

つ
二
つ
あ
る
。
氷
を
玉
盤
に
移
す
と
き
の
よ
う
な
大
き
な
音
を
立
て
る
も
の
も

あ
る
。
鉄
の
よ
う
な
音
は
荒
々
し
く
、
氷
の
よ
う
な
音
は
冷
た
い
感
じ
が
す
る
。

荒
々
し
い
音
は
体
を
痛
ま
し
め
、
冷
た
い
音
は
体
を
苦
し
め
る
。
曲
が
終
わ
り

音
が
な
く
な
り
半
日
に
な
ろ
う
と
す
る
の
に
、
多
く
の
人
々
は
向
か
い
合
っ
て

も
考
え
込
ん
で
何
も
い
わ
な
い
。
そ
の
中
に
遠
方
か
ら
の
人
が
い
る
。
た
だ
た

め
息
ば
か
り
つ
い
て
い
る
。
今
朝
始
め
て
聴
い
た
が
、
今
ま
で
聴
か
な
か
っ
た

こ
と
を
悔
や
ん
で
い
る
。
そ
し
て
た
だ
趙
璧
が
白
髪
頭
に
な
り
歳
を
と
り
死
ん

で
し
ま
っ
て
、
こ
の
世
か
ら
彼
の
音
楽
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
憂
え
て

い
る
。
遠
方
か
ら
の
人
よ
、
あ
な
た
は
「
五
絃
」
を
聴
い
て
本
当
に
す
ば
ら
し

い
と
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
私
が
聞
い
て
み
た
と
こ
ろ
、
正
し
い
音

楽
と
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
で
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
え
ば
、

朱
色
の
絃
に
、
大
き
な
音
響
孔
の
あ
る
瑟
を
用
い
た
清
廟
で
の
歌
が
そ
う
で
、

瑟
を
弾
き
、
一
人
が
歌
え
ば
、
他
の
者
が
二
度
三
度
そ
れ
に
和
す
と
い
っ
た
も

の
が
そ
う
で
あ
る
。
曲
は
う
る
さ
く
な
く
、
技
巧
は
複
雑
で
は
な
く
、
曲
調
も

多
く
な
い
。
の
ど
か
で
伸
び
伸
び
と
し
て
人
に
精
気
を
呼
び
寄
せ
る
。
そ
れ
を

聴
く
と
、
知
ら
ぬ
間
に
、
心
が
穏
や
か
に
な
る
。
人
の
心
は
今
を
重
ん
じ
て
、

昔
を
賤
し
ん
で
い
る
。
伝
統
楽
器
の
瑟
が
あ
る
の
に
奏
で
る
こ
と
は
な
い
。
さ

ら
に
趙
璧
の
芸
が
現
れ
て
以
来
、
二
十
五
絃
の
瑟
は
、「
五
絃
」
に
追
い
や
ら
れ

て
し
ま
っ
て
い（
９１
）
る
。」

以
上
を
見
る
に
、
白
居
易
は
中
国
の
伝
統
音
楽
を
愛
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
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「
立
部
伎
」
と
い
う
詩
で
は
、「
立
部
は
賤
し
く
、
坐
部
は
貴
い
。
…
そ
の
立
部

を
退
け
ら
れ
た
ら
ど
う
な
る
か
。
そ
こ
で
始
め
て
楽
懸
（
鐘
と
磬
が
掛
け
ら
れ
た

と
こ
ろ
）
の
傍
ら
で
、
雅
楽
を
演
奏
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
雅
楽
は
こ
こ

ま
で
衰
退
し
て
い
る
の
で
あ（
９２
）る
」
と
い
い
、
伝
統
的
な
雅
楽
が
低
く
格
付
け
さ

れ
て
い
る
の
を
嘆
い
て
い
る
。

で
は
、
そ
ん
な
彼
で
あ
っ
た
が
、
自
分
で
は
何
を
演
奏
し
て
い
た
か
と
い
え

ば
、
実
の
と
こ
ろ
「
五
絃
」
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
香
鑪
峰
の

下
、
新
た
に
草
堂
を
置
き
、
事
に
即
し
て
懷
を
詠
じ
、
石
の
上
に
題
す
る
」
と

い
う
詩
に
は
、「
左
手
に
一
壺
の
酒
を
持
ち
、
右
手
に
「
五
絃
」
を
取
り
、
物
事

に
と
ら
わ
れ
ず
自
ら
満
足
し
、
足
を
伸
ば
し
て
そ
こ
に
座（
９３
）
る
」
と
あ
る
。
ま
た
、

「
雙
石
」
と
い
う
詩
に
は
、「
一
つ
は
私
の
琴
（「
五
絃
」）
を
支
え
る
の
に
よ
く
、

も
う
一
つ
は
私
の
酒
を
蓄
え
る
の
に
よ
い
。
一
つ
は
高
さ
数
尺
も
あ
る
。
も
う

一
つ
は
窪
ん
で
一
斗
ほ
ど
入
れ
ら
れ
る
。「
五
絃
」
を
左
に
立
て
か
け
、
杯
を
右

に
置（
９４
）
く
」
と
あ
る
。

宋
代
の
「
五
絃
」

「
五
絃
」
は
宋
代
に
は
亡
び
て
い
た
と
す
る
説
が
あ（
９５
）
る
。
そ
れ
は
、
次
に
よ

る
。『

燕
樂
考
原
』
巻
一
「
五
絃
の
演
奏
に
つ
い
て
、『
新
唐
書
』
で
は
「
五
絃
」

と
い
う
。『
通
曲
』（
お
そ
ら
く
『
通
典
』
の
こ
と
）
で
は
「
五
絃
琵
琶
」
と
い
う
。

唐
代
の
音
楽
で
は
多
く
用
い
ら
れ
た
。
こ
の
楽
器
は
宋
代
に
な
る
と
す
で
に
亡

び
て
い（
９６
）
た
。」

以
上
は
、
清
の
凌
廷
堪
に
よ
る
判
断
で
あ
る
が
、
正
し
い
と
は
い
い
切
れ
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
先
で
見
た
よ
う
に
、
陳
暘
の
『
樂
書
』
に
よ
れ
ば
、
僅
か
な

が
ら
、
唐
代
の
法
曲
が
宋
代
に
も
伝
わ
り
、「
五
絃
」
を
用
い
て
演
奏
さ
れ
て
い

た
と
い
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
陳
暘
は
次
の
よ
う
に
も
記
し
て
い
る
。

陳
暘
『
樂
書
』
巻
百
八
十
八
「
教
坊
の
音
楽
、
今
の
御
代
（
宋
代
）
で
は
、
唐

代
の
制
度
に
も
と
づ
い
て
行
わ
れ
て
い
る
。
…
そ
の
楽
器
に
は
、
琵
琶
、
五
絃
、

箏
、
箜
篌
、
笙
、
簫
、
�
篥
、
笛
、
方
響
、
杖
鼓
、
羯
鼓
、
大
鼓
、
拍
板
が
あ

（
９７
）
る
。」し

た
が
っ
て
、
宋
代
で
も
「
五
絃
」
は
演
奏
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
た

だ
し
、
教
坊
は
紹
興
三
十
一
年
（
一
一
六
一
）
に
廃
止
さ
れ
て
い（
９８
）
る
。
ま
た
、
す

で
に
靖
康
二
年
（
一
一
二
七
）
の
金
に
よ
る
宋
の
帝
都
開
封
へ
の
攻
撃
に
よ
り
教

坊
の
楽
器
は
無
く
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
の
で
、
教
坊
は
大
き
く
機
能
を
失
っ
て

い
た
よ
う
で
あ（
９９
）
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
宋
代
に
「
五
絃
」
は
亡
び
始
め
た
と
い
う
こ

と
は
で
き
よ
う
。

「
五
絃
」
亡
ぶ

「
五
絃
」
は
、
次
に
よ
れ
ば
、
遼
代
に
は
演
奏
さ
れ
て
い
た
。

『
遼
史
』
卷
五
十
四
「
（
大
楽
の
楽
器
は
、）
玉
磬
、
方
響
、
�
箏
、
筑
、
臥
箜

篌
、
大
箜
篌
、
小
箜
篌
、
大
琵
琶
、
小
琵
琶
、
大
五
絃
、
小
五
絃
、
吹
葉
、
大

笙
、
小
笙
、
…
で
あ（

１００
）
る
。」

『
遼
史
』
卷
五
十
四
「
散
楽
の
楽
器
は
、
�
篥
、
簫
、
笛
、
笙
、
琵
琶
、
五

絃
、
箜
篌
、
箏
、
方
響
、
杖
鼓
、
第
二
鼓
、
第
三
鼓
、
腰
鼓
、
大
鼓
、
�
、
拍

板
で
あ（

１０１
）
る
。」

元
代
お
よ
び
明
代
に
お
い
て
は
、
他
の
楽
器
と
は
異
な
り
「
五
絃
」
に
関
す

る
記
録
は
見
出
せ
な
い
。
こ
れ
は
、「
五
絃
」
が
代
表
的
な
楽
器
で
は
な
く
な
っ

た
か
、
あ
る
い
は
、
す
で
に
亡
び
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
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そ
し
て
、
次
に
よ
れ
ば
、
清
の
乾
隆
帝
（
一
七
三
五
―
一
七
九
六
在
位
）
の
時
代

す
な
わ
ち
十
八
世
紀
に
は
、「
五
絃
」
は
正
式
な
楽
器
と
し
て
は
亡
び
て
し
ま
っ

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

『
皇
朝
文
獻
通
考
』
巻
百
六
十
四
「『（
舊
）
唐
書
』
禮
樂
志
に
は
又
「
五
絃
」、

「
六
絃
」
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
今
そ
れ
ら
の
楽
器
は
存
在
し
な（

１０２
）
い
。」

韓
国
に
お
け
る
「
五
絃
」

韓
国
に
お
い
て
は
、「
五
絃
」
は
高
句
麗
時
代
か
ら
朝
鮮
時
代
初
期
ま
で
は
大

い
に
演
奏
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
一
九
三
〇
年
代
ま
で
演
奏
す
る

者
が
あ
っ
た
と
も
い
わ
れ（

１０３
）
る
。
た
だ
し
、
朝
鮮
の
成
宗
二
十
四
年
（
一
四
九
三
）

に
成
俔
ら
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
『
樂
學
軌
範
』
に
よ
れ
ば
、「
五
絃
」
は
「
郷

琵
琶
」
と
呼
ば
れ
、
か
な
り
形
態
を
異
に
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ

る
（
図
７
）。
な
お
、
か
つ
て
は
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
。

『
三
國
史
記
』
巻
二
十
二
新
羅
楽
「
「
郷
琵
琶
」
は
中
国
の
琵
琶
の
作
り
と
大

方
同
じ
で
あ
る
が
少
し
違
い
が
あ
る
。「
郷
琵
琶
」
も
ま
た
新
羅
を
起
源
と
す
る
。

た
だ
し
、
誰
が
創
造
し
た
か
分
か
ら
な（

１０４
）
い
。」

以
上
に
つ
い
て
考
え
る
に
、
ま
ず
、
近
年
に
お
け
る
集
安
長
川
一
号
墳
の
壁

画
に
つ
い
て
の
研
究
に
よ
り
、
高
句
麗
で
は
五
世
紀
後
半
に
は
中
国
よ
り
「
五

絃
」
が
導
入
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い（

１０５
）
る
。
こ
の
点
は
、

「
五
絃
」
の
中
国
へ
の
導
入
を
六
世
紀
と
見
る
従
来
の
日
本
の
音
楽
史
の
分
野

に
お
け
る
通
説
に
し
た
が
え
ば
、
理
解
し
が
た
い
。
一
方
、
先
で
見
た
よ
う
に

中
国
へ
の
導
入
を
遅
く
と
も
五
世
紀
と
見
る
と
、
問
題
は
な
い
。
ま
た
、『
北

史
』
や
『
隋
書
』
や
『
通
典
』
に
よ
れ
ば
、
高
句
麗
で
は
「
五
絃
」
が
演
奏
さ

れ
て
い（

１０６
）
た
。
し
た
が
っ
て
、「
郷
琵
琶
」
は
、
す
で
に
指
摘
に
あ
る
と
お（

１０７
）
り
、
新

羅
起
源
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
高
句
麗
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
「
五
絃
」
が
基
礎

に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

『
高
麗
史
』
に
よ
れ
ば
、
高
麗
の
楽
は
雅
楽
と
唐
楽
と
俗
楽
に
よ
り
な
っ
て

い
た
が
、
そ
の
う
ち
俗
楽
に
お
い
て
五
絃
の
琵
琶
が
演
奏
さ
れ
て
い（

１０８
）
た
。
こ
の

五
絃
の
琵
琶
は
他
に
該
当
す
る
も
の
が
見
当
た
ら
な
い
の
で
、「
郷
琵
琶
」
の
こ

と
で
あ
ろ
う
。

朝
鮮
の
成
宗
五
年
（
一
四
七
四
）
に
申
叔
舟
ら
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
『
國
朝

五
禮
儀
序
例
』
に
よ
れ
ば
、
朝
鮮
の
楽
は
雅
部
と
俗
部
に
よ
り
な
っ
て
い
た
が
、

俗
部
の
楽
器
と
し
て
「
郷
琵
琶
」
が
「
唐
琵
琶
」（「
曲
項
」）
お
よ
び
「
月
琴
」

（「
阮
咸
」）
と
と
も
に
用
い
ら
れ
て
い（

１０９
）
た
。
な
お
、
成
俔
の
次
の
文
章
に
よ
れ

ば
、
当
時
す
で
に
「
郷
琵
琶
」
を
上
手
に
演
奏
で
き
る
者
は
い
な
く
な
っ
て
い

図７ 「郷琵琶」（『樂學軌範』巻７）
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た
よ
う
で
あ
る
。

『
慵
斎
叢
話
』
巻
一
「
「
郷
琵
琶
」
も
ま
た
「
唐
琵
琶
」
を
ま
ね
た
も
の
で
あ

る
。
そ
の
柱
の
作
り
は
玄
琴
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
の
調
弦
と
撥
の
使
い
方
は
学

ぶ
こ
と
が
難
し
い
と
い
わ
れ
る
。
上
手
に
演
奏
さ
れ
な
い
の
で
、
す
ぐ
れ
た
も

の
で
は
な
い
。
…
今
で
は
上
手
に
演
奏
す
る
者
は
い
な（

１１０
）
い
。」

日
本
に
お
け
る
「
五
絃
」

た
と
え
ば
、
倭
の
楽
器
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
記
録
が
あ
る
。

『
北
史
』
巻
九
十
四
、『
隋
書
』
巻
八
十
一
、『
通
典
』
巻
百
八
十
五
「
樂
有

五
絃
琴
笛
。」

以
上
は
、
早
く
は
、
小
山
田
與
清
の
「
三
絃
考
」
に
よ
り
「
楽
に
五
絃
の
琴
、

笛
あ
り
」
と
読
ま
れ
て
い（

１１１
）
る
。「
五
絃
琴
」
は
、
日
本
に
お
け
る
考
古
学
的
研
究

の
成
果
に
も
と
づ
い
て
、「
五
絃
の
琵
琶
」
で
は
な
く
「
五
絃
の
琴
」
の
こ
と
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い（

１１２
）
る
。
お
そ
ら
く
、
事
実
は
そ
う
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な

が
ら
、
中
国
語
で
は
、
ま
ず
以
上
は
「
五
絃
と
琴
と
笛
」
と
読
む
の
が
普
通
で

は
な
か
ろ
う
か
。
中
華
書
局
本
『
通
典
』
は
「
五
絃
琴
と
笛
」
と
読
む
も
の
の
、

中
華
書
局
本
『
北
史
』
お
よ
び
『
隋
書
』
は
「
五
絃
と
琴
と
笛
」
と
読
む
。
ま

た
、
仮
に
「
五
絃
琴
と
笛
」
と
読
む
に
し
て
も
、
中
国
に
お
い
て
は
、
時
に
「
五

絃
」
と
「
五
絃
琴
」
は
同
じ
楽
器
で
「
五
絃
」（
五
絃
の
琵
琶
）
の
こ
と
で
あ
っ
た

ら
し
い
点
は
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ（

１１３
）
う
。
し
た
が
っ
て
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、

当
時
の
中
国
人
は
、
以
上
の
記
録
を
読
ん
で
「
五
絃
」
の
こ
と
で
あ
る
と
理
解

し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、『
北
史
』
や
『
隋
書
』
や
『
通
典
』
に
は
、

倭
に
お
い
て
当
時
「
琵
琶
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
「
曲
項
」
が
流
行
し
て
い
た
こ

と
を
示
す
内
容
は
見
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
西
域
か
ら
東
は
倭
に
至
る
中

国
を
中
心
と
す
る
世
界
に
お
い
て
最
も
広
く
流
行
し
て
い
た
楽
器
は
「
五
絃
」

で
あ
る
と
当
時
の
中
国
人
は
思
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
点
は
、
さ
ら

に
検
討
の
必
要
が
あ
ろ
う
。

日
本
に
お
い
て
、「
五
絃
」
は
以
下
に
見
る
よ
う
に
八
世
紀
か
ら
九
世
紀
に
か

け
て
演
奏
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
最
も
古
く
て
確
か
な
文
献
記
録

は
、
次
で
あ
ろ
う
。

『
東
大
寺
獻
物
帳
』「
螺
鈿
紫
檀
五
絃
琵
琶
一
面
」

ち
な
み
に
、
以
上
は
天
平
勝
寶
八
年
（
七
五
六
）
六
月
二
十
一
日
の
記
録
で
あ

る
。
ま
た
、
こ
の
「
五
絃
」
こ
そ
、
今
日
、
正
倉
院
の
北
倉
に
伝
わ
る
も
の
で

あ
る
。

「
五
絃
」
に
関
わ
る
貴
重
な
資
料
と
し
て
、
近
衛
家
の
伝
世
品
で
あ
る
「
五

絃
譜
」
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
寶
亀
四
年
（
七
七
三
）
を
僅
か
に
遡
る
頃
に
唐
か
ら

将
来
さ
れ
た
譜
の
系
統
を
引
く
も
の
で
、
書
写
の
時
期
は
承
和
九
年
（
八
四

二
）
以
前
で
あ
る
と
い
わ
れ（

１１４
）
る
。

と
こ
ろ
で
、
大
同
四
年
（
八
〇
九
）
の
三
月
二
十
一
日
の
太
政
官
符
に
は
、
次

の
よ
う
に
あ
る
が
、
五
絃
師
は
見
ら
れ
な（

１１５
）
い
。

「
唐
樂
師
十
二
人
。
横
笛
師
、
合
笙
師
、
簫
師
、
篳
篥
師
、
尺
八
師
、
箜
篌

師
、
箏
師
、
琵
琶
師
、
方
磬
師
、
鼓
師
、
歌
師
、
�（

１１６
）
師
」

ま
た
、
嘉
祥
元
年
（
八
四
八
）
の
九
月
二
十
二
日
の
太
政
官
符
に
は
、
次
の
よ

う
に
あ
る
が
、
五
絃
生
は
見
ら
れ
な
い
。

「
唐
樂
生
六
十
人
。
�
廿
四
人
。
定
卅
六
人
。
歌
生
二
人
…
横
笛
生
四
人
…

尺
八
生
二
人
…
簫
生
一
人
…
篳
篥
生
四
人
…
合
笙
（
生
）
四
人
…
箜
篌
生
二
人

…
琵
琶
生
二
人
…
箏
生
二
人
…
方
磬
生
二
人
…
鼓
生
四
人
…
�
生
六（

１１７
）
人
」

で
は
、
以
上
に
琵
琶
師
、
琵
琶
生
は
あ
る
が
、
五
絃
師
、
五
絃
生
は
見
ら
れ

な
い
の
は
、「
五
絃
」
が
亡
び
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
そ
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う
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
次
に
よ
れ
ば
、
以
上
の
記
録
よ
り
後
に
も
「
五
絃
」

は
演
奏
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

『
三
代
實
録
』
巻
三
十
六
、
陽
成
天
皇
、
元
慶
三
年
（
八
七
九
）
十
月
「
四
日

庚
申
。
雅
楽
寮
は
次
の
よ
う
に
願
い
出
た
。
蔵
の
中
の
楽
器
に
お
い
て
、「
五

絃
」
は
余
り
あ
る
が
、「
琵
琶
」（「
曲
項
」）
は
足
り
な
い
。
交
替
の
日
に
ま
た

問
題
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
余
っ
た
「
五
絃
」
を
も
っ
て
、
足
り
な
い
「
琵

琶
」
の
代
わ
り
と
し
た
い
。
太
政
官
は
取
り
計
ら
い
、
こ
れ
を
許
し（

１１８
）
た
。」

以
上
は
、
琵
琶
師
、
琵
琶
生
な
ど
琵
琶
の
演
奏
者
は
、「
曲
項
」
だ
け
で
は
な

く
「
五
絃
」
も
演
奏
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
誰
が
演
奏
し
て
い
た
の
か
分
か
ら
な
い
。

日
本
に
お
い
て
、「
五
絃
」
は
い
つ
頃
亡
び
た
か
定
か
で
は
な（

１１９
）
い
。
あ
る
い
は
、

次
の
火
事
は
、「
五
絃
」
が
亡
び
る
の
を
助
け
た
か
も
し
れ
な
い
。

『
日
本
紀
略
』
後
篇
四
、
村
上
天
皇
、
康
保
二
年
（
九
六
五
）
七
月
「
四
日
壬

申
。
…
こ
の
日
子
の
刻
、
雅
楽
寮
の
桁
行
七
間
の
建
物
一
棟
が
火
災
に
あ
っ
た
。

楽
器
は
、
み
な
焼
け
て
無
く
な
っ（

１２０
）
た
。」

お
わ
り
に

世
界
に
唯
一
で
は
あ
る
が
、
極
め
て
美
し
い
遺
例
が
存
在
す
る
た
め
に
、
必

ず
し
も
最
も
代
表
的
な
楽
器
で
は
な
か
っ
た
が
、
今
日
非
常
に
多
く
の
人
々
に

よ
っ
て
知
ら
れ
て
い
る
の
が
、
イ
ン
ド
起
源
で
梨
型
直
項
五
絃
四
柱
一
孤
柱
と

い
っ
た
特
徴
を
も
つ
「
五
絃
」
で
あ
る
。
小
稿
は
、
そ
の
楽
器
に
つ
い
て
の
理

解
を
深
め
る
た
め
に
、
そ
の
流
行
に
つ
い
て
考
察
し
、
若
干
の
問
題
点
と
今
後

の
課
題
を
指
摘
し
た
。

通
説
に
よ
れ
ば
、「
五
絃
」
は
、
中
国
に
は
六
世
紀
に
導
入
さ
れ
た
と
い
わ
れ

る
が
、
雲
岡
の
石
窟
に
見
ら
れ
る
例
や
正
史
の
記
事
に
も
と
づ
け
ば
、
遅
く
と

も
五
世
紀
に
は
導
入
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
北
魏
の
宣
武
帝
の

頃
以
降
す
な
わ
ち
六
世
紀
前
半
以
降
、
大
い
に
流
行
し
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、

隋
の
鄭
譯
は
、「
五
絃
」
を
用
い
て
新
理
論
の
確
立
を
試
み
た
と
い
わ
れ
る
が
、

実
の
と
こ
ろ
は
「
亀
茲
琵
琶
」
あ
る
い
は
「
胡
琵
琶
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
「
曲

項
」
を
用
い
て
、
イ
ン
ド
音
楽
理
論
を
参
考
に
、
当
時
乱
れ
て
い
た
中
国
の
音

律
を
正
し
た
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
隋
唐
に
お
い
て
は
、「
五
絃
」
は
、

雅
楽
に
は
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
宮
廷
で
の
宴
会
の
楽
器
と
し
て
大
い
に
演

奏
さ
れ
て
い
た
。
玄
宗
が
最
も
高
く
格
付
け
し
た
音
楽
す
な
わ
ち
法
曲
に
お
い

て
も
用
い
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
俗
楽
に
お
い
て
も

代
表
的
な
楽
器
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
宋
代
す
な
わ
ち
十
二
世
紀
以
降
、「
五

絃
」
は
亡
び
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
六
世
紀
前
半
に
お
い
て
は
、
仏
教
に
関
連
し
北
朝
で
は
「
曲
項
」
が

大
い
に
流
行
し
て
い
た
が
、
南
朝
で
は
ま
っ
た
く
そ
う
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
音
楽
的
に
は
南
北
で
異
な
る
仏
教
文
化
が
成
立
し
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、『
教
坊
記
』
に
よ
れ
ば
、
唐
の
教
坊
に
お
い
て
は
、

「
三
絃
」
が
演
奏
さ
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
の
記
事
の
「
三
絃
」
は
誤

植
で
、
本
来
は
「
五
絃
」
と
記
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、「
五
絃
」
が

「
三
絃
」
と
誤
ら
れ
た
背
景
に
は
、「
五
絃
」
の
衰
退
と
「
三
絃
」
の
登
場
が
考

え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、「
五
絃
」
の
亡
び
た
時
期
と
「
三
絃
」
の
登
場
し
た

時
期
が
重
な
る
か
ら
で
あ
る
が
、
こ
の
点
を
議
論
す
る
こ
と
は
今
後
の
課
題
と

な
ろ
う
。

ま
た
、
韓
国
と
日
本
に
お
け
る
流
行
に
つ
い
て
も
若
干
の
検
討
を
行
っ
た
が
、

と
く
に
、
中
国
の
正
史
に
見
ら
れ
る
「
五
絃
琴
」
と
い
う
表
現
を
如
何
に
読
む

か
が
、
今
後
「
五
絃
」
を
考
え
る
上
で
重
要
に
な
っ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
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以
上
、
一
つ
の
楽
器
の
流
行
に
つ
い
て
の
考
察
で
は
あ
る
が
、
そ
の
流
行
の

背
景
と
な
っ
た
当
時
に
お
け
る
音
楽
的
状
況
に
つ
い
て
も
、
あ
る
程
度
整
理
を

試
み
た
つ
も
り
で
あ
る
。

註（
１
）
岸
辺
成
雄
「
琵
琶
の
淵
源
」『
唐
代
の
音
楽
』、
音
楽
之
友
社
、
一
九
六
八
年
一
一

七
―
一
五
六
頁
。
お
よ
び
林
謙
三
『
東
ア
ジ
ア
楽
器
考
』、
カ
ワ
イ
楽
譜
、
一
九
七

三
年
三
六
四
―
三
七
六
頁
。

（
２
）
岸
辺
成
雄
「
琵
琶
の
淵
源
」
。
お
よ
び
岸
辺
成
雄
「
西
方
起
源
の
正
倉
院
の
楽
器
」

『
正
倉
院
の
楽
器
』
、
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
六
七
年
一
四
九
―
一
七
〇
頁
。
な

お
、
文
学
の
分
野
に
お
い
て
は
、
七
世
紀
に
導
入
さ
れ
た
と
す
る
説
が
あ
る
。
次

を
参
照
。
高
木
正
一
『
白
居
易
』
上
（
中
国
詩
人
選
集
１２
）、
岩
波
書
店
、
一
九
五

八
年
九
〇
頁
。
中
国
に
お
け
る
音
楽
史
の
分
野
に
お
い
て
は
四
世
紀
半
ば
に
導
入

さ
れ
た
と
す
る
説
も
あ
る
。
次
を
参
照
。
楊
蔭
瀏
『
中
国
古
代
音
楽
史
稿
』
上
冊
、

人
民
音
楽
出
版
社
、
一
九
八
一
年
一
六
三
頁
。

（
３
）
岸
辺
成
雄
「
琵
琶
の
淵
源
」。
お
よ
び
岸
辺
成
雄
「
西
域
七
調
と
そ
の
起
源
」『
史

学
雑
誌
』
五
六
―
九
、
一
九
四
六
年
一
七
―
八
〇
頁
。

（
４
）
筆
者
は
次
で
「
五
絃
」
な
ど
唐
代
に
演
奏
さ
れ
て
い
た
琵
琶
に
つ
い
て
考
察
し
た

こ
と
が
あ
る
。
当
時
の
琵
琶
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
情
報
は
、
次
を
参
照
し
て
ほ

し
い
。
拙
稿
「
唐
代
琵
琶
雜
攷
」『
鹿
園
雜
集
』
二
・
三
、
二
〇
〇
一
年
五
七
―
七

一
頁
。
な
お
、
拙
稿
に
示
し
た
『
通
典
』
巻
百
四
十
四
の
琵
琶
に
つ
い
て
の
内
容

は
、
梁
の
沈
約
の
『
宋
書
』
巻
十
九
に
見
ら
れ
る
琵
琶
に
つ
い
て
の
内
容
に
、『
通

典
』
の
撰
者
で
あ
る
杜
佑
が
当
時
得
ら
れ
た
そ
の
他
の
資
料
を
補
っ
た
も
の
と
見

な
す
べ
き
の
よ
う
で
あ
る
。

（
５
）『
樂
府
詩
集
』
巻
九
十
六
新
樂
府
辭
七
十
五
、
五
弦
彈
「
樂
苑
曰
。
五
弦
未
詳
所
起
。

形
如
琵
琶
。
五
弦
四
隔
。
孤
柱
一
。
合
散
聲
五
。
隔
聲
二
十
。
柱
聲
一
。
總
二
十

六
聲
。
随
調
應
律
。」

（
６
）
次
は
、
こ
の
『
樂
府
詩
集
』
五
弦
彈
に
見
ら
れ
る
詩
を
白
居
易
の
詩
と
す
る
が
、

元
�
の
詩
の
誤
り
で
あ
る
。
林
謙
三
『
東
ア
ジ
ア
楽
器
考
』、
三
七
六
頁
。

（
７
）『
通
志
』
巻
六
十
四
「
樂
苑
五
巻
。
陳
游
。」
林
謙
三
『
東
ア
ジ
ア
楽
器
考
』
、
三
七

六
頁
。
お
よ
び
次
を
参
照
。
な
お
、
次
は
一
五
四
頁
で
唐
の
陳
游
の
『
樂
苑
』
と

す
る
。
増
田
清
秀
『
樂
府
の
歴
史
的
研
究
』
創
文
社
、
一
九
七
五
年
二
九
二
頁
。

（
８
）『
太
平
御
覧
』
引
書
目
（
二
十
一
）
、
巻
五
百
六
十
六
（
三
）
、
巻
五
百
七
十
四
（
七
）。

（
９
）
吉
聯
抗
（
輯
注
）『
古
樂
書
佚
文
輯
注
』、
人
民
音
楽
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
八
八

頁
。

（
１０
）
河
田
貞
「
螺
鈿
紫
檀
五
絃
琵
琶
の
語
る
も
の
」『
日
本
美
術
工
芸
』
六
三
八
、
一
九

九
一
年
一
一
―
一
八
頁
。
お
よ
び
、
楊
蔭
瀏
『
中
国
古
代
音
楽
史
稿
』
上
冊
、
図

７２
、
一
九
五
九
年
安
陽
出
土
隋
張
盛
墓
楽
俑
。

（
１１
）
林
謙
三
「
天
平
、
平
安
時
代
の
音
楽
」『
雅
楽
』、
音
楽
之
友
社
、
一
九
六
九
年
四

九
―
一
二
三
頁
。

（
１２
）
正
倉
院
事
務
所
（
編
）『
正
倉
院
の
楽
器
』、
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
六
七
年
四

七
頁
。

（
１３
）『
通
典
』
巻
百
四
十
四
「
曲
項
。
形
制
稍
大
。
…
五
絃
琵
琶
。
稍
小
。」

（
１４
）
正
倉
院
の
楽
器
の
寸
法
に
つ
い
て
は
、
次
を
参
照
。
正
倉
院
事
務
所
（
編
）『
正
倉

院
の
楽
器
』。

（
１５
）
正
倉
院
の
「
阮
咸
」
は
十
四
柱
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
後
世
の
補
修
に
よ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
は
、
次
を
参
照
。
林
謙
三
『
正
倉
院
楽
器
の
研
究
』、
風
間
書
房
、
一
九

六
四
年
四
八
―
五
〇
頁
、
一
五
六
頁
。

（
１６
）
拙
稿
「
唐
代
琵
琶
雜
攷
」
六
二
―
六
四
頁
。

（
１７
）
岸
辺
成
雄
「
琵
琶
の
淵
源
」
一
四
四
頁
。
な
お
、
次
は
、「
五
絃
」
の
起
源
は
「
曲

項
」
と
同
じ
く
古
代
の
西
ア
ジ
ア
地
方
で
あ
り
、「
五
絃
」
と
「
曲
項
」
の
源
は
同

じ
と
想
像
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
が
、
実
例
は
確
認

さ
れ
な
い
。
ま
た
、「
五
絃
」
は
、
林
氏
も
述
べ
る
と
お
り
イ
ン
ド
で
発
育
大
成
し

た
楽
器
の
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
岸
辺
氏
が
示
す
よ
う
に
、「
五
絃
」
の
先
行

形
態
と
考
え
ら
れ
る
楽
器
が
イ
ン
ド
に
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
な
の
で
、
と
り
あ

え
ず
イ
ン
ド
起
源
と
い
っ
て
お
い
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
林
謙
三
『
東
ア
ジ
ア
楽
器

考
』、
三
六
四
頁
。

（
１８
）
北
国
と
は
次
が
参
考
に
な
ろ
う
。『
通
典
』
巻
百
四
十
六
「
北
狄
三
國
」
注
「
鮮
卑
。

吐
谷
渾
。
部
落
稽
。」。
ま
た
、
た
と
え
ば
、
唐
の
陳
游
の
『
樂
苑
』
は
未
詳
と
す

る
。『
樂
苑
』「
五
弦
未
詳
起
所
。」

（
１９
）『
通
典
』
巻
百
四
十
四
「
五
絃
琵
琶
。
…
蓋
北
國
所
出
。」

（
２０
）『
新
唐
書
』
巻
二
十
一
「
五
絃
。
…
北
國
所
出
。」

（
２１
）『
隋
書
』
巻
十
五
「
高
麗
。
歌
曲
有
芝
栖
。
舞
曲
有
歌
芝
栖
。
樂
器
有
彈
箏
、
臥
箜

篌
、
豎
箜
篌
、
琵
琶
、
五
弦
、
笛
、
笙
、
簫
、
小
篳
篥
、
桃
皮
篳
篥
、
腰
鼓
、
齊

鼓
、
擔
鼓
、
貝
等
十
四
種
。
爲
一
部
。
工
十
八
人
。」、
お
よ
び
『
通
典
』
巻
百
四

十
六
。
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（
２２
）
後
述
箇
所
（
韓
国
に
お
け
る
「
五
絃
」、
お
よ
び
、
日
本
に
お
け
る
「
五
絃
」）
を

参
照
。

（
２３
）『
隋
書
』
巻
十
五
「
及
大
業
中
。
煬
帝
乃
定
清
樂
、
西
涼
、
龜
茲
、
天
竺
、
康
國
、

疎
勒
、
安
國
、
高
麗
、
禮
畢
、
以
爲
九
部
。
樂
器
工
衣
創
造
既
成
。
大
備
於
茲

矣
。」

（
２４
）『
隋
書
』
巻
十
五
「
今
曲
項
琵
琶
、
豎
頭
箜
篌
之
徒
。
並
出
自
西
域
。
非
華
夏
舊

器
。」

（
２５
）『
通
典
』
巻
百
四
十
二
「
自
宣
武
已
後
。
始
愛
胡
聲
。
�
於
遷
都
。
屈
茨
琵
琶
、
五

絃
、
箜
篌
、
胡
�
、
胡
鼓
、
銅
�
、
打
沙
羅
、
胡
舞
。
鏗
鏘
�
�
。
（
上
音
湯
。
下

音
塔
）
洪
心
駭
耳
。
撫
箏
新
靡
絶
麗
。
歌
響
全
似
吟
哭
。
聽
之
者
無
不
悽
愴
。
琵

琶
及
當
路
。
琴
瑟
殆
絶
音
。
皆
初
聲
頗
復
閑
緩
。
度
曲
轉
急
躁
。
按
此
音
所
由
。

源
出
西
域
諸
天
諸
佛
韻
調
。
婁
羅
胡
語
。
直
置
難
解
。
況
復
被
之
土
木
。
是
以
感

其
聲
者
。
莫
不
奢
淫
躁
競
。
舉
止
輕
�
。
或
踊
或
躍
。
乍
動
乍
息
。
�
（
羌
嬌
反
）

脚
彈
指
。
撼
頭
弄
目
。
情
發
於
中
。
不
能
自
止
。
論
樂
豈
須
鐘
鼓
。
但
問
風
化
淺

深
。
雖
此
胡
聲
。
足
敗
華
俗
。
非
唯
人
情
感
動
。
衣
服
亦
隨
之
以
變
。
…
」

（
２６
）『
通
典
』
巻
百
四
十
四
「
則
南
朝
似
無
曲
項
者
。」

（
２７
）『
通
典
』
巻
百
四
十
四
「
梁
史
稱
侯
景
之
害
簡
文
也
。
使
太
樂
令
彭
雋
。
齎
曲
項
琵

琶
就
帝
飲
。」、
お
よ
び
『
梁
書
』
巻
四
「
於
是
並
�
酒
	
。
曲
項
琵
琶
。
與
帝

飲
。」

（
２８
）
岸
辺
成
雄
「
琵
琶
の
淵
源
」
お
よ
び
「
西
方
起
源
の
正
倉
院
の
楽
器
」

（
２９
）『
通
典
』
巻
百
九
十
一
「
龜
茲
。
一
曰
邱
茲
。
又
曰
屈
茨
。」

（
３０
）
岸
辺
成
雄
「
琵
琶
の
淵
源
」、
一
四
八
頁
。

（
３１
）
宿
白
「
キ
ジ
ル
石
窟
の
形
式
区
分
と
そ
の
年
代
」『（
中
国
石
窟
）
キ
ジ
ル
石
窟
』

一
、
平
凡
社
、
一
九
八
三
年
一
六
二
―
一
七
八
頁
。
姚
士
宏
「
キ
ジ
ル
石
窟
壁
画

の
楽
舞
形
象
」『（
中
国
石
窟
）
キ
ジ
ル
石
窟
』
二
、
平
凡
社
、
一
九
八
四
年
二
三

七
―
二
五
七
頁
。
晁
華
山
「
二
十
世
紀
初
頭
の
ド
イ
ツ
隊
に
よ
る
キ
ジ
ル
石
窟
調

査
と
そ
の
後
の
研
究
」『（
中
国
石
窟
）
キ
ジ
ル
石
窟
』
三
、
平
凡
社
、
一
九
八
五

年
二
四
一
―
二
六
一
頁
。

（
３２
）
雲
岡
の
石
窟
に
つ
い
て
の
近
年
の
論
考
と
し
て
は
、
次
が
注
目
さ
れ
る
。
石
松
日

奈
子
「
雲
岡
中
期
石
窟
新
論
（
沙
門
統
曇
曜
の
失
脚
と
胡
服
供
養
者
像
の
出

現
）」『M

useum

』
五
八
七
、
二
〇
〇
三
年
二
五
―
四
七
頁
。

な
お
、
そ
の
他
の
「
曲
項
」
の
例
は
、
た
と
え
ば
、
第
六
窟
、
第
八
窟
、
第
九
窟
、

第
十
六
窟
で
確
認
さ
れ
る
。

（
３３
）『
隋
書
』
巻
十
五
「
今
曲
項
琵
琶
、
豎
頭
箜
篌
之
徒
。
並
出
自
西
域
。
非
華
夏
舊

器
。」

（
３４
）『
隋
書
』
巻
十
四
「
雜
樂
有
西
涼
、


舞
、
清
樂
、
龜
茲
等
。
然
吹
笛
。
彈
琵
琶
、

五
絃
。
及
歌
舞
之
伎
。
自
文
襄
以
來
。
皆
所
愛
好
。
至
河
清
以
後
。
傳
習
尤
盛
。
」

（
３５
）『
隋
書
』
巻
十
五
「
西
涼
者
。
起
苻
氏
之
末
。
呂
光
、
沮
渠
蒙
遜
等
。
據
有
涼
州
。

變
龜
茲
聲
爲
之
。
號
爲
秦
漢
伎
。
魏
太
武
既
平
河
西
得
之
。
謂
之
西
涼
樂
。
至
魏
、

周
之
際
。
遂
謂
之
國
伎
。
今
曲
項
琵
琶
、
豎
頭
箜
篌
之
徒
。
並
出
自
西
域
。
非
華

夏
舊
器
。
…
其
樂
器
有
鍾
、
磬
、
彈
箏
、
�
箏
、
臥
箜
篌
、
豎
箜
篌
、
琵
琶
、
五

絃
、
笙
、
簫
、
大
篳
篥
、
長
笛
、
小
篳
篥
、
�
笛
、
腰
鼓
、
齊
鼓
、
擔
鼓
、
銅
拔
、

貝
等
十
九
種
。
爲
一
部
。
工
二
十
七
人
。」

（
３６
）『
隋
書
』
巻
十
五
「
龜
茲
者
。
起
自
呂
光
滅
龜
茲
因
得
其
聲
。
呂
氏
亡
。
其
樂
分
散
。

後
魏
平
中
原
。
復
獲
之
。
其
聲
後
多
變
易
。
至
隋
有
西
國
龜
茲
、
齊
朝
龜
茲
、
土

龜
茲
等
、
凡
三
部
。
開
皇
中
。
其
器
大
盛
於
閭
�
。
…
其
樂
器
有
豎
箜
篌
、
琵
琶
、

五
弦
、
笙
、
笛
、
簫
、
篳
篥
、
毛
員
鼓
、
都
曇
鼓
、
答
臘
鼓
、
腰
鼓
、
羯
鼓
、



婁
鼓
、
銅
拔
、
貝
等
十
五
種
。
爲
一
部
。
工
二
十
人
。」

（
３７
）
中
国
に
お
け
る
音
楽
史
の
分
野
に
お
い
て
、「
五
絃
」
は
四
世
紀
に
導
入
さ
れ
た
と

す
る
の
は
、
以
上
の
文
献
資
料
に
よ
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

（
３８
）
次
は
、
中
国
へ
の
導
入
を
三
五
〇
年
前
後
と
し
、
例
と
し
て
敦
煌
北
魏
壁
画
に
見

ら
れ
る
例
を
あ
げ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
、
曲
項
の
五
絃
琵
琶
で
あ
り
、
直

項
の
「
五
絃
」
で
は
な
い
。
楊
蔭
瀏
『
中
国
古
代
音
楽
史
稿
』
上
冊
、
一
六
三
頁
。

（
３９
）
岸
辺
成
雄
「
西
域
七
調
と
そ
の
起
源
」。

（
４０
）
亀
茲
の
音
楽
と
イ
ン
ド
の
音
楽
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
次
を
参
照
。
岸
辺
成
雄

「
西
域
七
調
と
そ
の
起
源
」。

（
４１
）「
胡
琵
琶
」
は
「
亀
茲
琵
琶
」
に
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
、
岸
辺
成
雄
「
琵
琶
の
淵
源
」、

一
四
五
―
一
四
六
頁
。

（
４２
）『
隋
書
』
巻
十
四
「
開
皇
二
年
。
齊
黄
門
侍
郎
顔
之
推
上
言
。
禮
崩
樂
壞
。
其
來
自

久
。
今
太
常
雅
樂
。
並
用
胡
聲
。
請
馮
梁
國
舊
事
。
考
尋
古
典
。
高
祖
不
從
曰
。

梁
樂
亡
國
之
音
。
奈
何
遣
我
用
耶
。
是
時
尚
因
周
樂
。
命
工
人
齊
樹
提
檢
校
樂
府
。

改
換
聲
律
。
益
不
能
通
。
俄
而
柱
國
沛
公
鄭
譯
奏
上
。
請
更
修
正
。
於
是
。
詔
太

常
卿
牛
弘
、
國
子
祭
酒
辛
彦
之
、
國
子
博
士
何
妥
等
議
正
樂
。
然
淪
謬
既
久
。
音

律
多
乖
。
積
年
議
不
定
。
高
祖
大
怒
曰
。
我
受
天
命
七
年
。
樂
府
猶
歌
前
代
功
�

邪
。
命
治
書
侍
御
史
李
諤
、
引
弘
等
下
。
將
罪
之
。
諤
奏
。
武
王
克
殷
。
至
周
公

相
成
王
。
始
制
禮
樂
。
斯
事
體
大
。
不
可
速
成
。
高
祖
意
稍
解
。

又
詔
求
知
音
之
士
。
集
尚
書
。
參
定
音
樂
。
譯
云
。
考
尋
樂
府
鍾
石
律
呂
。
皆
有

宮
、
商
、
角
、
�
、
羽
、
變
宮
、
變
�
之
名
。
七
聲
之
内
。
三
聲
乖
應
。
毎
恒
求
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訪
。
終
莫
能
通
。
先
是
周
武
帝
時
。
有
龜
茲
人
曰
蘇
祗
婆
。
從
突
厥
皇
后
入
國
。

善
胡
琵
琶
。
聽
其
所
奏
。
一
均
之
中
間
有
七
聲
。
因
而
問
之
。
答
云
。
父
在
西
域
。

稱
爲
知
音
。
代
相
傳
習
。
調
有
七
種
。
以
其
七
調
。
勘
校
七
聲
。
冥
若
合
符
。
一

曰
娑
�
力
。
華
言
平
聲
。
即
宮
聲
也
。
二
曰
�
識
。
華
言
長
聲
。
即
商
聲
也
。
三

曰
沙
識
。
華
言
質
直
聲
。
即
角
聲
也
。
四
曰
沙
侯
加
濫
。
華
言
應
聲
。
即
變
�
聲

也
。
五
曰
沙
臘
。
華
言
應
和
聲
。
即
�
聲
也
。
六
曰
般
贍
。
華
言
五
聲
。
即
羽
聲

也
。
七
曰
俟
利
�
。
華
言
斛
牛
聲
。
即
變
宮
聲
也
。
譯
因
習
而
彈
之
。
始
得
七
聲

之
正
。
然
其
就
此
七
調
。
又
有
五
旦
之
名
。
旦
作
七
調
。
以
華
言
譯
之
。
旦
者
則

謂
均
也
。
其
聲
亦
應
黄
鍾
、
太
簇
、
林
鍾
、
南
呂
、
姑
洗
五
均
。
已
外
七
律
。
更

無
調
聲
。
譯
遂
因
其
所
捻
琵
琶
。
絃
柱
相
飲
爲
均
。
推
演
其
聲
。
更
立
七
均
。
合

成
十
二
。
以
應
十
二
律
。
律
有
七
音
。
音
立
一
調
。
故
成
七
調
十
二
律
。
合
八
十

四
調
。
旋
轉
相
交
。
盡
皆
和
合
。

仍
以
其
聲
。
考
校
太
樂
所
奏
。
林
鍾
之
宮
。
應
用
林
鍾
爲
宮
。
乃
用
黄
鍾
爲
宮
。

應
用
南
呂
爲
商
。
乃
用
太
蔟
爲
商
。
應
用
應
鍾
爲
角
。
乃
取
姑
洗
爲
角
。
故
林
鍾

一
宮
七
聲
。
三
聲
並
戻
。
其
十
一
宮
七
十
七
音
。
例
皆
乖
越
。
莫
有
通
者
。

又
以
編
懸
有
八
。
因
作
八
音
之
樂
。
七
音
之
外
。
更
立
一
聲
。
謂
之
應
聲
。
譯
因

作
書
二
十
餘
篇
。
以
明
其
指
。
至
是
。
譯
以
其
書
。
宣
示
朝
廷
。
并
立
議
正
之
。

時
�
國
公
世
子
蘇
�
。
亦
稱
明
樂
。
駁
譯
曰
。
韓
詩
外
傳
所
載
。
樂
聲
感
人
。
及

月
令
所
載
。
五
音
所
中
。
並
皆
有
五
。
不
言
變
宮
變
�
。
又
春
秋
左
氏
所
云
。
七

音
六
律
。
以
奏
五
聲
。
準
此
而
言
。
毎
宮
應
立
五
調
。
不
聞
更
加
變
宮
變
�
二
調

爲
七
調
。
七
調
之
作
。
所
出
未
詳
。
譯
答
之
曰
。
周
有
七
音
之
律
。
漢
書
律
�
志
。

天
地
人
及
四
時
。
謂
之
七
始
。
黄
鍾
爲
天
始
。
林
鍾
爲
地
始
。
太
簇
爲
人
始
。
是

爲
三
始
。
姑
洗
爲
春
。
�
賓
爲
夏
。
南
呂
爲
秋
。
應
鍾
爲
冬
。
是
爲
四
時
。
四
時

三
始
。
是
以
爲
七
。
今
若
不
以
二
變
爲
調
曲
。
則
是
冬
夏
聲
闕
。
四
時
不
備
。
是

故
毎
宮
。
須
立
七
調
。
衆
從
譯
議
。

譯
又
與
�
倶
云
。
案
今
樂
府
黄
鍾
。
乃
以
林
鍾
爲
調
首
。
失
君
臣
之
義
。
清
樂
黄

鍾
宮
。
以
小
呂
爲
變
�
。
乖
相
生
之
道
。
今
請
雅
樂
黄
鍾
宮
。
以
黄
鍾
爲
調
首
。

清
樂
去
小
呂
。
還
用
�
賓
爲
變
�
。
衆
皆
從
之
。」

（
４３
）『
隋
書
』
巻
十
五
に
よ
れ
ば
、
次
の
二
十
種
で
あ
る
。
	
鐘
、
編
鐘
、
磬
、
琴
、
瑟
、

筑
、
箏
、
簫
、


、
笛
、
笙
、
�
、
�
、
建
鼓
、
靈
鼓
、
雷
鼓
、
路
鼓
、
節
鼓
、



、
�
。

（
４４
）『
隋
書
』
巻
十
五
「
始
開
皇
初
定
令
。
置
七
部
樂
。
一
曰
國
伎
。
二
曰
清
商
伎
。
三

曰
高
麗
伎
。
四
曰
天
竺
伎
。
五
曰
安
國
伎
。
六
曰
龜
茲
伎
。
七
曰
文
康
伎
。」

（
４５
）『
隋
書
』
巻
十
五
「
及
大
業
中
。
煬
帝
乃
定
清
樂
、
西
涼
、
龜
茲
、
天
竺
、
康
國
、

疎
勒
、
安
國
、
高
麗
、
禮
畢
、
以
爲
九
部
。」

（
４６
）
そ
れ
ぞ
れ
の
演
奏
楽
器
に
つ
い
て
は
、『
隋
書
』
巻
十
五
を
参
照
。

（
４７
）『
通
典
』
巻
百
四
十
二
「
樂
用
鐘
、
磬
、


、
�
、
晉
鼓
、
節
鼓
、
琴
、
瑟
、
箏
、

筑
、
�
、
笙
、
簫
、
笛
、


、
�
、
�
于
、
鐃
、
鐸
、
撫
拍
、
舂
牘
。
謂
之
雅
樂
。」

（
４８
）『
通
典
』
巻
百
四
十
六
「
讌
樂
。
武
徳
初
。
未
暇
改
作
。
毎
讌
享
。
因
隋
舊
制
。
奏

九
部
樂
。（
注
）
一
讌
樂
、
二
清
商
、
三
西
涼
、
四
扶
南
、
五
高
麗
、
六
龜
茲
、
七

安
國
、
八
疏
勒
、
九
康
國
。」

（
４９
）『
通
典
』
巻
百
四
十
六
「
至
貞
觀
十
六
年
十
一
月
。
宴
百
寮
。
奏
十
部
。
先
是
。
伐

高
昌
。
收
其
樂
。
付
太
常
。
至
是
増
爲
十
部
伎
。」

（
５０
）『
大
唐
六
典
』
巻
十
四
を
参
照
。

（
５１
）『
資
治
通
鑑
』
巻
二
百
十
一
「
舊
制
。
雅
俗
之
樂
。
皆
隸
太
常
。
上
精
曉
音
律
。
以

太
常
禮
樂
之
司
。
不
應
典
倡
優
雜
伎
。
乃
更
置
左
右
�
坊
。
以
�
俗
樂
。」

（
５２
）『
新
唐
書
』
巻
四
十
八
「
開
元
二
年
。
又
置
内
�
坊
于
蓬
�
宮
側
。
…
京
都
置
左
右

�
坊
。
掌
俳
優
雜
技
。
自
是
不
隸
太
常
。」

（
５３
）
梨
園
が
太
常
か
ら
独
立
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
資
料
と
し
て
、
た
と
え
ば
次
が
あ

げ
ら
れ
よ
う
。『
舊
唐
書
』
巻
十
二
「
停
梨
園
使
及
伶
官
之
冗
食
者
三
百
人
。
留
者

皆
隸
太
常
。」

（
５４
）『
新
唐
書
』
巻
二
十
二
「
又
分
樂
為
二
部
。
堂
下
立
奏
。
謂
之
立
部
伎
。
堂
上
坐
奏
。

謂
之
坐
部
伎
。
太
常
閲
坐
部
。
不
可
�
者
。
隸
立
部
。
又
不
可
�
者
。
乃
習
雅

樂
。」

（
５５
）『
新
唐
書
』
巻
二
十
二
「
玄
宗
既
知
音
律
。
又
酷
愛
法
曲
。
選
坐
部
伎
子
弟
三
百
。

�
於
梨
園
。
聲
有
誤
者
。
帝
必
覺
而
正
之
。
號
皇
帝
梨
園
弟
子
。」
な
お
、
次
に
よ

れ
ば
、
宮
女
か
ら
の
選
抜
も
あ
っ
た
。『
新
唐
書
』
巻
二
十
二
「
宮
女
數
百
。
亦
爲

梨
園
弟
子
。
居
宜
春
北
院
。」

（
５６
）『
玉
海
』
巻
百
十
「
樂
書
云
。
本
名
月
琴
。
自
開
元
元
年
編
入
雅
樂
。」

（
５７
）
高
木
正
一
『
白
居
易
』
上
、
三
六
頁
。

（
５８
）『
通
典
』
巻
百
四
十
六
を
参
照
。

（
５９
）『
通
典
』
巻
百
四
十
六
「
自
安
樂
以
後
。
皆
雷
大
鼓
。
雜
以
龜
茲
樂
。
聲
振
百
里
。

並
立
奏
之
。
其
大
定
樂
加
金
鉦
。
唯
慶
善
樂
。
獨
用
西
涼
樂
。
最
為
閑
雅
。」

（
６０
）『
通
典
』
巻
百
四
十
六
「
樂
用
玉
磬
一
架
、
大
方
響
一
架
、
�
箏
一
、
筑
一
、
�
箜

篌
一
、
大
箜
篌
一
、
小
箜
篌
一
、
大
琵
琶
一
、
小
琵
琶
一
、
大
五
絃
琵
琶
一
、
小

五
絃
琵
琶
一
、
吹
葉
一
、
大
笙
一
、
小
笙
一
、
大
篳
篥
一
、
小
篳
篥
一
、
大
簫
一
、

小
簫
一
、
正
銅
�
一
、
和
銅
�
一
、
長
笛
一
、
尺
八
一
、
短
笛
一
、
揩
鼓
一
、
連

鼓
一
、
�
鼓
二
、
浮
鼓
二
、
歌
二
。」
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（
６１
）『
通
典
』
巻
百
四
十
六
「
自
長
壽
樂
以
下
。
皆
用
龜
茲
樂
。
舞
人
皆
著
靴
。
唯
龍
池

樂
備
用
雅
樂
。
而
無
鐘
磬
。
舞
人
躡
履
。」

（
６２
）『
通
典
』
巻
百
四
十
六
「
樂
用
豎
箜
篌
一
、
琵
琶
一
、
五
絃
琵
琶
一
、
笙
一
、
横
笛

一
、
簫
一
、
篳
篥
一
、
荅
臘
鼓
一
、
腰
鼓
一
、
羯
鼓
一
、
毛
員
鼓
一
、
�
婁
鼓
一
、

銅
�
二
、
貝
一
。」

（
６３
）『
通
典
』
巻
百
四
十
六
「
其
樂
器
用
鐘
一
架
、
磬
一
架
、
彈
箏
一
、
�
箏
一
、
�
箜

篌
一
、
豎
箜
篌
一
、
琵
琶
一
、
五
絃
琵
琶
一
、
笙
一
、
簫
一
、
大
篳
篥
一
、
小
篳

篥
一
、
長
笛
一
、
横
笛
一
、
腰
鼓
一
、
齊
鼓
一
、
擔
鼓
一
、
貝
一
、
銅
�
二
。」

（
６４
）『
通
典
』
巻
百
四
十
六
「
若
尋
常
享
會
。
先
一
日
。
具
坐
立
部
樂
名
上
太
常
。
太
常

封
上
。
請
所
奏
御
注
而
下
。
及
會
。
先
奏
坐
部
伎
。
次
奏
立
部
伎
。
次
奏
�
馬
。

次
奏
散
樂
。（
注
）
然
所
奏
部
伎
。
並
取
當
時
進
止
。
無
准
定
。」

（
６５
）『
白
香
山
詩
集
』
巻
三
「
法
曲
」
自
注
「
法
曲
雖
似
失
雅
音
。
盖
諸
夏
之
聲
也
。
故

歴
朝
行
焉
。」

（
６６
）
陳
暘
『
樂
書
』
巻
百
八
十
八
「
法
曲
興
自
於
唐
。
其
聲
始
出
清
商
部
。」

（
６７
）『
通
典
』
巻
百
四
十
六
「
清
樂
者
。
其
始
即
清
商
三
調
是
也
。
…
因
置
清
商
署
。
總

謂
之
清
樂
。」、『
通
典
』
巻
百
四
十
六
「
奏
九
部
樂
。（
注
）
一
讌
樂
、
二
清
商
、

…
。」

（
６８
）
村
上
哲
見
「
霓
裳
羽
衣
曲
考
」『
宋
詞
研
究
』、
創
文
社
、
一
九
七
六
年
四
五
四
―

四
九
七
頁
。

（
６９
）『
新
唐
書
』
巻
二
十
二
「
其
器
有
鐃
�
、
鐘
、
磬
、
幢
簫
、
琵
琶
。
琵
琶
圓
體
修
頸

而
小
。
號
曰
秦
漢
子
。」
な
お
、「
秦
漢
子
」
と
い
う
琵
琶
は
実
例
も
画
像
資
料
も

確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
法
曲
と
と
も
に
亡
び
て
し
ま
っ
た
謎
の
琵
琶
と
い
っ
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。

（
７０
）
陳
暘
『
樂
書
』
巻
百
八
十
八
「
聖
朝
法
曲
。
樂
器
有
琵
琶
、
五
絃
、
箏
、
箜
篌
、

笙
、
笛
、
�
篥
、
方
響
、
拍
板
。
其
曲
所
存
。
不
過
道
調
望
瀛
、
小
訖
食
、
獻
仙

音
而
已
。
其
餘
皆
不
復
見
矣
。」
な
お
、『
樂
府
詩
集
』
巻
九
十
六
に
よ
り
、
望
瀛
、

獻
仙
音
は
唐
代
か
ら
の
曲
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
小
訖
食
は
不
明
で
あ
る
。

（
７１
）
次
は
、「
最
後
の
砦
」
と
解
釈
す
る
。
村
上
哲
見
「
詞
源
流
考
」『
宋
詞
研
究
』
、
創

文
社
、
一
九
七
六
年
七
一
―
九
四
頁
。
七
三
頁
。

（
７２
）『
唐
會
要
』
巻
三
十
四
「
開
元
二
年
。
上
以
天
下
無
事
。
聽
政
之
暇
。
于
梨
園
自
�

法
曲
。
必
盡
其
妙
。
謂
之
皇
帝
梨
園
弟
子
。」、
お
よ
び
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
百
十

一
開
元
二
年
の
条
を
参
照
。

（
７３
）
下
中
邦
彦
（
編
）『
ア
ジ
ア
歴
史
事
典
』
七
、
平
凡
社
、
一
九
六
一
年
一
〇
一
頁
。

な
お
、『
大
唐
六
典
』
に
つ
い
て
は
、
次
を
参
照
。
奥
村
郁
三
「
大
唐
六
典
」『
中

国
法
政
史
（
基
本
資
料
の
研
究
）』、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
三
年
二
四
二
―

二
六
二
頁
。

（
７４
）『
新
唐
書
』
巻
二
十
二
「
開
元
二
十
四
年
。
升
胡
部
於
堂
上
。
而
天
寳
樂
曲
。
皆
以

邊
地
名
。
若
涼
州
、
伊
州
、
甘
州
之
類
。
後
又
詔
道
調
法
曲
與
胡
部
新
聲
合
作
。

明
年
。
安
禄
山
反
。
涼
州
、
伊
州
、
甘
州
皆
陷
吐
蕃
。」

（
７５
）『
教
坊
記
』
に
つ
い
て
は
次
を
参
照
。
斎
藤
茂
（
訳
注
）『
教
坊
記
・
北
里
志
』
東

洋
文
庫
五
四
九
、
平
凡
社
、
一
九
九
二
年
。

（
７６
）
中
国
芸
術
研
究
院
音
楽
研
究
所
（
編
）『
中
国
楽
器
図
鑑
』、
山
東
教
育
出
版
社
、

一
九
九
二
年
一
六
八
頁
。

（
７７
）『
教
坊
記
』「
平
人
女
。
以
容
色
選
入
内
者
。
教
習
琵
琶
、
三
絃
、
箜
篌
、
箏
等
者
。

謂
�
彈
家
。」

（
７８
）
任
半
塘
『
教
坊
記
箋
訂
』、
中
華
書
局
、
一
九
六
二
年
二
五
頁
。

（
７９
）
た
と
え
ば
、
明
の
楊
愼
の
『
升
庵
外
集
』
巻
二
十
一
「
三
絃
所
始
。
今
之
三
絃
始

於
元
時
。」

（
８０
）
例
外
と
し
て
次
が
あ
げ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
次
は
記
録
で
は
な
く
、
撰
者

に
よ
る
推
定
で
あ
る
。『
皇
朝
文
獻
通
考
』
巻
百
六
十
四
「
然
則
三
絃
。
豈
亦
唐
制

耶
。」

（
８１
）
中
国
芸
術
研
究
院
音
楽
研
究
所
（
編
）『
中
国
楽
器
図
鑑
』、
一
六
八
頁
。

（
８２
）『
新
唐
書
』
巻
二
十
二
「（
俗
樂
）
絲
有
琵
琶
、
五
絃
、
箜
篌
、
箏
。」

（
８３
）
陳
暘
『
樂
書
』
巻
百
二
十
九
。

（
８４
）
岸
辺
成
雄
「
燉
煌
画
に
現
れ
た
音
楽
資
料
」『
唐
代
の
楽
器
』、
音
楽
之
友
社
、
一

九
六
八
年
二
一
一
―
二
四
〇
頁
、
二
二
三
頁
。

（
８５
）
柳
澤
孝
「
織
成
当
麻
曼
陀
羅
に
つ
い
て
」『
当
麻
寺
』
大
和
の
古
寺
二
、
岩
波
書
店
、

一
九
八
二
年
一
―
一
八
頁
、
一
〇
頁
。

（
８６
）「
阮
咸
」
に
つ
い
て
は
、
次
を
参
照
。
拙
稿
「
唐
代
琵
琶
雜
攷
」、
六
七
―
六
八
頁
。

（
８７
）『
玉
海
』
巻
百
十
「
樂
書
云
。
本
名
月
琴
。
自
開
元
元
年
編
入
雅
樂
。」

（
８８
）「
阮
咸
」
が
中
国
系
の
法
曲
で
演
奏
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
は
、
た
と
え
ば
、
白

居
易
の
「
和
令
狐
僕
射
小
飮
聽
阮
咸
」（『
白
香
山
詩
集
』
巻
三
十
四
）
に
「
還
彈

樂
府
曲
。
別
占
阮
家
名
」
と
あ
り
、
阮
咸
が
楽
府
曲
す
な
わ
ち
清
楽
の
楽
器
と
見

な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
ら
れ
よ
う
。

（
８９
）『
唐
國
史
補
』
巻
下
「
趙
璧
彈
五
絃
。
人
問
其
術
。
荅
曰
。
吾
之
於
五
絃
也
。
始
則

心
驅
之
。
中
則
神
遇
之
。
終
則
天
隨
之
。
吾
方
浩
然
。
眼
如
耳
。
目
如
鼻
。
不
知

五
絃
之
為
璧
。
璧
之
為
五
絃
也
。」

（
９０
）『
樂
府
雜
録
』「
五
絃
。
貞
元
中
。
有
趙
璧
者
。
妙
於
此
伎
也
。
白
傅
諷
諫
。
有
五
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絃
彈
。」

（
９１
）『
白
香
山
詩
集
』
巻
三
「
五
絃
彈
。
惡
鄭
之
奪
雅
也
。」「
五
絃
彈
。
五
絃
彈
。
聽
者

傾
耳
心
寥
寥
。
趙
璧
知
君
入
骨
愛
。
五
絃
一
一
為
君
調
。
第
一
第
二
絃
索
索
。
秋

風
拂
松
疎
韻
落
。
第
三
第
四
絃
�
�
。
夜
鶴
憶
子
籠
中
鳴
。
第
五
絃
聲
最
掩
抑
。

隴
水
凍
咽
流
不
得
。
五
絃
並
奏
君
試
聽
。
淒
淒
切
切
復
錚
錚
。
鐵
�
珊
瑚
一
兩
曲
。

氷
寫
玉
盤
千
萬
聲
。
鐵
聲
殺
。
冰
聲
寒
。
殺
聲
入
耳
膚
血
慘
。
寒
氣
中
人
肌
骨
酸
。

曲
終
聲
盡
欲
半
日
。
四
座
相
對
愁
無
言
。
座
中
有
一
遠
方
士
。
喞
喞
咨
咨
聲
不
已
。

自
歎
今
朝
初
得
聞
。
始
知
孤
負
平
生
耳
。
唯
憂
趙
璧
白
髪
生
。
老
死
人
間
無
此
聲
。

遠
方
士
。
爾
聽
五
絃
信
為
美
。
吾
聞
正
始
之
音
不
如
是
。
正
始
之
音
其
若
何
。
朱

絃
疎
越
清
廟
歌
。
一
彈
一
唱
再
三
歎
。
曲
淡
節
稀
聲
不
多
。
融
融
洩
洩
召
元
氣
。

聽
之
不
覺
心
平
和
。
人
情
重
今
多
賤
古
。
古
琴
有
絃
人
不
撫
。
更
從
趙
璧
藝
成
來
。

二
十
五
絃
不
如
五
。」
、
な
お
、『
白
香
山
詩
集
』
巻
二
「
五
絃
」
も
同
様
な
詩
で
あ

る
。

（
９２
）『
白
香
山
詩
集
』
巻
三
「
立
部
伎
」「
立
部
賤
。
坐
部
貴
。
…
立
部
又
退
何
所
任
。

始
就
樂
懸
操
雅
音
。
雅
音
替
壞
一
至
此
。」

（
９３
）『
白
香
山
詩
集
』
巻
七
「
香
鑪
峰
下
新
置
草
堂
即
事
詠
懐
題
於
石
上
」「
左
手
攜
一

壺
。
右
手
挈
五
絃
。
傲
然
意
自
足
。
箕
踞
於
其
間
。」

（
９４
）『
白
香
山
詩
集
』
巻
二
十
一
「
雙
石
」「
一
可
支
吾
琴
。
一
可
貯
吾
酒
。
峭
絶
高
數

尺
。
�
泓
容
一
斗
。
五
絃
倚
其
左
。
一
杯
置
其
右
。」

（
９５
）
林
謙
三
『
東
ア
ジ
ア
楽
器
考
』、
三
六
九
―
三
七
一
頁
。

（
９６
）『
燕
樂
考
原
』
巻
一
「
五
絃
彈
。
新
唐
書
謂
之
五
絃
。
通
曲
謂
之
五
絃
琵
琶
。
唐
樂

多
用
之
。
此
器
至
宋
已
失
傳
。」

（
９７
）
陳
暘
『
樂
書
』
巻
百
八
十
八
「
�
坊
樂
。
聖
朝
循
用
唐
制
。
…
其
器
有
琵
琶
、
五

絃
、
筝
、
箜
篌
、
笙
、
簫
、
�
篥
、
笛
、
方
響
、
杖
鼓
、
羯
鼓
、
大
鼓
、
拍
板
。
」

（
９８
）『
宋
史
』
巻
百
四
十
二
「
高
宗
建
炎
初
。
省
�
坊
。
紹
興
十
四
年
復
置
。
…
紹
興
末

復
省
。」、
お
よ
び
『
宋
史
』
巻
三
十
二
「（
紹
興
三
十
一
年
六
月
）
癸
丑
。
罷
�

坊
。」

（
９９
）『
宋
史
』
巻
百
二
十
九
「
靖
康
二
年
。
金
人
取
�
。
凡
大
樂
軒
架
、
樂
舞
圖
、
舜
文

二
琴
、
�
坊
樂
器
、
樂
書
、
樂
章
、
明
堂
布
政
、
閏
月
體
式
、
景
陽
鐘
并
虚
、
九

鼎
皆
亡
矣
。」

（
１００
）『
遼
史
』
巻
五
十
四
大
樂
「
玉
磬
、
方
響
、
�
箏
、
筑
、
臥
箜
篌
、
大
箜
篌
、
小
箜

篌
、
大
琵
琶
、
小
琵
琶
、
大
五
絃
、
小
五
絃
、
吹
葉
、
大
笙
、
小
笙
、
…
。」

（
１０１
）『
遼
史
』
巻
五
十
四
散
樂
「
散
樂
器
。
�
篥
、
簫
、
笛
、
笙
、
琵
琶
、
五
絃
、
箜
篌
、

箏
、
方
響
、
杖
鼓
、
第
二
鼓
、
第
三
鼓
、
腰
鼓
、
大
鼓
、
�
、
拍
板
。」

（
１０２
）『
皇
朝
文
獻
通
考
』
巻
百
六
十
四
「
唐
書
禮
樂
志
又
有
五
絃
六
絃
。
今
無
其
器
。」

（
１０３
）
張
師
�
『
韓
國
樂
器
大
觀
』
、
ソ
ウ
ル
大
学
校
出
版
部
、
一
九
八
六
年
九
二
―
九
五

頁
。

（
１０４
）『
三
國
史
記
』
巻
三
十
二
「
郷
琵
琶
與
唐
制
度
大
同
而
小
異
。
亦
始
於
新
羅
。
但
不

知
何
人
所
造
。」

（
１０５
）
宋
芳
松
『
韓
国
古
代
音
楽
史
研
究
』、
一
志
社
、
一
九
八
五
年
二
二
―
二
四
頁
。
な

お
、
高
句
麗
の
壁
画
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
次
を
参
照
。
町
田
章
『
古
代
東
ア

ジ
ア
の
装
飾
墓
』、
同
朋
舎
出
版
、
一
九
八
七
年
。

（
１０６
）『
北
史
』
巻
九
十
四
「
樂
有
五
絃
、
琴
、
箏
、
篳
篥
、
�
吹
、
簫
、
鼓
之
屬
、
吹
蘆

以
和
曲
。」、『
隋
書
』
巻
八
十
一
、『
通
典
』
巻
百
八
十
六
。

（
１０７
）
張
師
�
『
韓
國
樂
器
大
觀
』、
九
三
頁
。

（
１０８
）『
高
麗
史
』
巻
七
一
「（
俗
樂
）
樂
器
。
玄
琴
、
絃
六
。
琵
琶
、
絃
五
。
伽
�
琴
、

絃
十
二
。
大
琴
、
孔
十
三
。
…
」

（
１０９
）『
國
朝
五
禮
儀
序
例
』
巻
一
俗
部
樂
器
圖
説
を
参
照
。

（
１１０
）『
慵
斎
叢
話
』
巻
一
「
郷
琵
琶
。
亦
倣
唐
琵
琶
。
其
設
掛
則
與
玄
琴
同
。
其
調
絃
撚

撥
。
學
者
難
之
。
不
善
鼓
則
不
堪
也
。
…
今
則
無
能
之
者
。」

（
１１１
）『
松
屋
叢
考
』。

（
１１２
）
林
謙
三
『
東
ア
ジ
ア
楽
器
考
』、
二
三
三
頁
。

（
１１３
）
た
と
え
ば
、
白
居
易
の
『
白
香
山
詩
集
』
巻
二
の
「
五
絃
」
と
題
す
る
詩
を
、
韋

穀
の
『
才
調
集
』
の
よ
う
に
「
五
絃
琴
」
と
す
る
テ
キ
ス
ト
も
あ
る
。
ま
た
、「
五

絃
琴
」
と
読
む
こ
と
に
つ
い
て
は
、
高
句
麗
の
資
料
と
も
比
較
す
る
必
要
が
あ
ろ

う
。

（
１１４
）
林
謙
三
「
国
宝
五
絃
譜
と
そ
の
解
読
の
端
緒
」『
雅
楽
（
古
楽
譜
の
解
読
）
』
、
音
楽

之
友
社
、
一
九
六
九
年
一
三
八
―
一
六
七
頁
。

（
１１５
）
林
謙
三
『
東
ア
ジ
ア
楽
器
考
』、
三
七
二
頁
。

（
１１６
）『
類
聚
三
代
格
』
巻
四
。

（
１１７
）『
類
聚
三
代
格
』
巻
四
。

（
１１８
）『
三
代
實
録
』
巻
三
十
六
、
陽
成
天
皇
、
元
慶
三
年
十
月
「
四
日
庚
申
。
雅
樂
寮
申

請
。
庫
中
樂
器
。
五
絃
有
乘
。
琵
琶
之
有
欠
。
交
替
之
日
。
還
爲
負
累
。
	
以
五

絃
之
乘
。
補
琵
琶
之
欠
。
太
政
官
處
分
。
許
之
。」

（
１１９
）
な
お
、
十
世
紀
に
「
五
絃
」
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
資
料
と
し
て
、
次
が

あ
げ
ら
れ
る
。『
拾
芥
抄
』
上
「
五
弦
二
面
。（
一
面
桑
木
。
一
面
木
槻
。）
…
已
上

承
平
四
年
目
録
。」

（
１２０
）『
日
本
紀
略
』
後
篇
四
、
村
上
天
皇
、
康
保
二
年
七
月
「
四
日
壬
申
。
…
今
日
子
時
。
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雅
樂
寮
七
間
舍
一
宇
失
火
。
樂
器
皆
以
焼
亡
。」

挿
図
出
典

口
絵
１
、
宮
内
庁
正
倉
院
事
務
所
提
供
。

図
１
、
奈
良
国
立
博
物
館
『
平
成
八
年
正
倉
院
展
目
録
』
一
九
九
六
年
、
九
一
頁
。

図
２
、
中
国
芸
術
研
究
院
音
楽
研
究
所
『
中
国
音
楽
史
図
鑑
』
、
人
民
音
楽
出
版
社
、
一
九

八
八
年
、
八
二
頁
。

図
３
、
奈
良
国
立
博
物
館
『
昭
和
六
十
年
正
倉
院
展
目
録
』
一
九
八
五
年
、
四
二
頁
。

図
４
、
水
野
清
一
『
雲
岡
石
窟
』
五
、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
五
一
年
、C

ave

8
P
lan
9

。

図
５
、
水
野
清
一
『
雲
岡
石
窟
』
四
、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
五
二
年
、C
ave

7
P
late
100

。

図
６
、
渡
辺
義
雄
『
平
等
院
』
日
本
名
建
築
写
真
選
集
三
、
新
潮
社
、
一
九
九
二
年
。

図
７
、「
郷
琵
琶
」（『
樂
學
軌
範
』
巻
七
）。

最
後
で
は
あ
る
が
、
小
稿
執
筆
に
あ
た
り
、
阪
田
宗
彦
先
生
、
田
中
淡
先
生
、
福
田
美

穂
氏
、
高
井
た
か
ね
氏
、
横
田
容
子
氏
に
お
世
話
に
な
っ
た
。
記
し
て
謝
意
を
申
し
上
げ

た
い
。
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